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効率的な道路交通を実現するためには，階層構造を有する道路ネットワークが不可欠であり，達成すべ

き性能目標を明確にしながら，その実現に努めていく必要がある． 

本研究では，階層型の道路ネットワークの構築において，50km/hを超えるような旅行速度を有する中間

速度層が高速道路ネットワークを補完し，生活圏を構成する都市間連絡において重要な役割が期待される

ものの，わが国においては，多くの場合このような中間速度層を含んだ階層構造が形成されていないこと

を指摘したうえで，一般道路と高速道路の2階層に中間速度層を加えた3階層の道路ネットワークを有する

簡易なモデルを用いた試算により，旅行時間の短縮の観点から，中間速度層の適用範囲とその有効性を明

らかにした． 
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1. はじめに 

 

わが国の道路の速度サービスは，高速道路と(低速の)

一般道路によって2極化されており，その間を埋める

旅行速度が 50km/hを超えるような階層の道路(以降，

｢中間速度層｣という)が十分でない．このことが道路利

用者の効率的な移動を阻害している一因となっている． 

中間速度層は，都市・拠点間などを連絡する一般国道

のバイパスや環状道路などが想起される．しかし，これ

ら道路の計画・設計の際には，これまで交通容量の増大

といった“量の確保”が優先され，どのような都市・拠

点間をどの程度の速度サービスで連絡すべきかといった

“質の確保”に対する議論が十分なされてこなかった．

このことが，バイパスや環状道路などが本来有するべき

トラフィック機能を曖昧にし，その結果，速度サービス

を低下させ，今日のような状況をつくりあげてしまった

ものと推察される．特に，地方部においては，人口が減

少し，財政状況が厳しい中，周辺都市が相互に連携し限

りある資源を共有した生活圏の形成が不可欠である．し

かし，これらの中には，アクセス・イグレスの距離が長

いなどの理由から高速道路の恩恵を受けにくい都市間も

多く含まれており，これらを補完する中間速度層は，重

要な役割を担うものと考えられる．  

そこで，本研究では，わが国における中間速度層の意

義について，既往データ等をもとに明らかにするととも

に，簡易なモデルを用い旅行時間の短縮という観点から

中間速度層の適用範囲とその有効性を明らかにする． 

 

 

2. わが国の道路整備水準からみた中間速度層の

必要性 

 

(1)  わが国の道路整備水準 

わが国は，1963年 7月に名神高速道路(栗東－尼崎間)

が開通して以来，高速道路の整備が鋭意進められ，一般

国道の自動車専用道路を含めた高規格幹線道路の整備延

長は 10,705km(2014年 3月末予定)1)に達している．高速

道路の整備は，わが国の産業・経済はもとより，生活水

準の向上にも寄与してきた． 

一方，一般道路について，特にトラフィック機能を担

うべき一般国道を例にすれば，幅員 5.5m 以上の改良済

み延長の割合は 90%を超えているなど，整備水準は飛

躍的に向上している 2)．しかし，図-1 に示す混雑時旅行
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速度の推移にみられるように，平均旅行速度は 40km/h

を下回った状況が続いており，高速道路の旅行時間との

間には依然として大きな差が開いたままである 3)4)．さ

らに，図-2に一般国道の混雑時旅行速度ランク別延長を

示している．旅行速度が 50km/h を上回る区間は

11,000km(20%)余りにすぎず，高規格幹線道路の計画延

長(14,000km)にも及ばない． 

道路延長は，道路機能に応じてピラミッド構造にある

とすれば，わが国では50km/hを超えて走行できるよう

な中間速度層が十分とはいえない状況にある． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 都市間連絡における走行環境 

このような旅行速度が高い層と低い層で2極化された

道路ネットワークにおいて，高速道路の時間短縮効果を

得られない都市間では，低い層の道路の旅行速度による

移動が強いられることとなる． 例えば，図-3に示すよ

うな高速道路と一般道路が並行する道路ネットワークの

距離-時間図を想定した場合，O-D3よりも長距離にある

都市間では，距離が長くなるにつれて旅行速度は向上す

る．しかし，O-D3のような中距離帯の都市間では，高 
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速道路による時間短縮効果を得ることができず，O-D1

間の旅行速度と変わらない． 

出発地から目的地までの移動においては，低速から高

速に向かうような階段状の速度パターンが理に叶ってお

り，長距離の都市間ほど高い旅行速度が要求される．つ

まり，これは，都市間距離によって求められる旅行速度

が異なることを意味しているが，中距離レベルの都市間

連絡においては，図-4に示すような中間速度層の存在が

重要な意味をもっているものと考えられる． 

 

 

3.  生活圏を形成する都市間サービスの具体例 

 

中間速度層が有効と考えられる中距離帯の都市間サー

ビスの状況を明らかにするため，静岡県を対象に 2 次

生活圏中心都市と圏内市町村とを連絡する 87 都市間に

ついて，平成 22 年度道路交通センサス
4)
を用い，非混

雑時の最短旅行時間の集計を行った． 

静岡県を対象としたのは，東海道沿線は東名・新東名

高速道路および国道 1 号バイパスが整備されているも

のの，南北方向や伊豆地域は高速道路が整備されておら

ず，都市間によって速度サービスが異なることが想定さ

れるためである．ちなみに，静岡県は，8 つの 2 次生活

圏 5)で構成されており，道路整備の目標として 2 次生活

圏中心都市と圏内市町村(平成の合併前)とを 30 分で連

絡する道路ネットワークの確立(静岡サーティ構想 6)
 )を

目指している． 

 

(1) 生活圏を形成する都市間距離と旅行時間 

静岡県の 2 次生活圏を構成する 87 都市間の都市間距

離と旅行時間との関係を図-5 に示している．また，図-6

は，図-5を旅行速度に換算したものである． 

これによれば，生活圏を形成する都市間距離は 10～

40km 程度である．また，図-5 の赤色のラインは，静岡

県の都市間連絡時間の目標である 30 分を示している．

現在目標を達成できているのは 87 都市間のうち 35 都

市間にすぎない．また，高速道路利用が最短経路となる

のは 15 都市間であり，多くは都市間距離が 25km を超

えている．これら都市間の旅行時間は，他の都市間と比

べて短く，旅行速度は総じて高いが，30 分でカバーで

きているのは 1都市間にすぎない． 

一方で，都市間距離と旅行時間の関係に着目すれば，

旅行時間の増加量は，都市間距離が長くなるほど減少す

る傾向にある．これは，図-6にみられるように，都市間

距離に応じて旅行速度が増加していることを示すもので

あり，距離が長い都市間ほど，高い速度サービスを有す

る幹線道路を長い距離利用しているものと推察される．

しかし，都市間距離に対し，旅行速度の伸びは漸減傾向

にあるほか，20km/h程度の速度差もみられバラツキも

大きい． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) 都市間を連絡する道路階層構造 

都市間を連絡する道路網が階層構造を形成しているか，

特にその中で，中間速度層がどのような役割を果たして

いるかを明らかにするため，図-6 のうち一般道路利用

の都市間にあっては，旅行速度 50km/h 以上(中間速度

層)の区間延長が全体の 50%以上を占めている都市間，

高速道路利用の都市間にあっては，高速道路を除く旅行

速度 50km/h以上の区間延長が一般道路区間延長の 50%

以上を占めている都市間を抽出し，それを図-7 に白抜

きで表示した． 

抽出されたこれらのうち，一般道路利用は 7 都市間

にすぎない．また，一般道路利用の多くは，20km/h 程

度の低速の区間も含まれているため，40km/h を下回る

ような旅行速度が低い都市間も存在する． 

高速道路を利用する都市間も，3 都市間がこれに該当

するにすぎず，多くが中間速度層を介さず，旅行速度の

低い道路で高速道路に連絡している．このことにより，

都市間連絡において，高速道路が有する高い速度サービ

スを十分に生かし切れていない状況にあることがわかる． 

一方，中間速度層の延長が 50%未満の都市間は，旅

行速度が総じて低く，図-8 に示す都市間 A の例にみら

れるように，比較的低い速度層の区間が連続的に続き，

中間速度層は存在していないか，存在していてもわずか
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である． 

このように，生活圏を形成する多くの都市間において

は，中間速度層を含めた階層構造が形成されておらず，

中間速度層が十分に機能していないことが実フィールド

からも確認された． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 中間速度層の適用範囲とその有効性の試算 

 

(1)  道路ネットワーク条件 

本研究では，問題を単純化するため，一般道路と高速

道路による 2 階層のネットワーク(図-3)に，中間速度層

を加えた図-9(上段)に示す 3 階層のネットワークを想定

し，これらによって算出される旅行時間より，中間速度

層が有効にはたらく範囲と時間短縮効果を明らかにする． 

このとき，発生・集中ノードは，一般道路線上にある

ものと考える．また，それぞれの道路は，V0，V1，V2

の旅行速度を有し，高速道路までは距離 Y1，中間速度

層までは距離 Y2を必要とする．その際，Y1の旅行速度

は，中間速度層がない 2 階層の場合は V0とするが， 3

階層の場合は，中間速度層から高速道路までの間(Y1－

Y2)はV2で走行できるものとする． 

なお，本研究では，一般道路の旅行速度V0は，図-1な

どの状況を踏まえ35km/h，高速道路の旅行速度V1は，

高速自動車国道の実勢速度を踏まえ95km/h7)とする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 合理的な中間速度層の旅行速度 

(1)の道路ネットワーク条件を図化すると，図-9 (中段)

のとおりとなる． 

このとき，高速道路は，中間速度層が加わり 3 階層

となることで旅行時間が T´減少する．また，距離 X1を

超えると一般道路による移動よりも中間速度層を利用し

た方が旅行時間は短くなる．一方，高速道路を利用する

3 階層の場合よりも中間速度層までを利用した方が旅行

時間が短くなるのは距離X3を下回る場合である．  

このことから，X1およびX3は，それぞれ以下の式で表

すことができる． 

X1=(2Y2/V0)／(1/V0－1/V2)      …式(1) 

X3=(2(Y1－Y2)/V2)／(1/V2－1/V1) …式(2) 

このとき，V0=35km/h，V1=95km/hとした場合の中間

速度層の旅行速度 V2 と X1，X3 の関係は，それぞれ図-

10，図-11 のとおりとなる．(図では，旅行速度がそれぞ

れ 65km/h，46km/h のときの距離を 1 として表現して

いる．) 

図-9(中段)からもわかるように，中間速度層の旅行速

度が高いほど，X1 の値は短くなり，中間速度層の有効

な範囲は広がることとなる．しかし，図-10 からは，旅

行速度が 50～55km/h を超えると距離はさほど短くはな

らず，中間速度層の有効な範囲は広がらない． 

反対に，中間速度層の旅行速度が高いほど，X3 の値

は大きくなる．しかし，中間速度層の旅行速度が高速道
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図-9  ネットワークモデル 
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路の旅行速度(ここでは，V1=95km/h)と同じとなった場

合，高速道路の存する意味が無くなるように，中間速度

層の旅行速度が一定水準を超えると高速道路の利用価値

の低下を招く恐れがある．図-11 によれば，60～65km/h

を超えるとこの傾向は顕著となる． 

これらを踏まえれば，中間速度層の合理的な旅行速度

は，50～65km/h程度であると考えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 中間速度層が有効な距離帯と時間短縮効果の算出 

(1)の道路ネットワーク条件にもとづき，図-9(中段)に

示す一般道路，中間速度層，高速道路をそれぞれ利用し

た場合の旅行時間を距離帯別に算出する．そのうえで，

中間速度層の利用が有効な距離帯(x1～x3)とそれによる

時間短縮効果を明らかにする． 

ここで，高速道路 IC は，平成 24 年 4 月 1 日現在で

高速道路延長(8,021km)に対し， 868 箇所 8)が整備され

ており，平均 IC間隔は 9.2kmとなる．これを踏まえ，

本研究では，高速道路の IC 間隔を 10km とする．また，

高速道路までの距離Y1も10kmと仮定する． 

一方，中間速度層までの距離は，一般国道の直轄バイ

パスなどを想定すれば，都市の郊外部に整備されるもの

と考えられる．例えば，静岡県の東海道沿線は，国道1

号バイパスが比較的高い規格で概成されているが，表-1

によれば，その距離は1.5～5km程度である．このため，

本研究では，アクセス・イグレスの組合せを考慮し，中

間速度層までの平均的な距離Y2を2km，3km，4kmの3

ケースとする．なお，中間速度層の旅行速度は，(2)を

踏まえて60km/hとし，便宜的に中間速度層と一般道路

の接続は2km間隔，旅行時間は2kmごとに算出する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 中間速度層が有効な距離帯 

図-13 は，中間速度層までの距離が 2km の場合(ケー

ス 1)において，一般道路，中間速度層，高速道路それ

ぞれを利用した場合の旅行時間を距離帯別に示している． 

この中で，高速道路利用による旅行速度は，一般道路

と高速道路のみの 2 階層と，これに中間速度層の旅行

速度を加えた 3 階層の 2 種類を表示している．ただし，

高速道路利用による旅行時間は，一つ先の IC から戻る

方が短い場合もあり，一率には増加しない． 

中間速度層の有効な範囲は，一般道路と中間速度層の

交点を超える距離から中間速度層と高速道路(3階層)の

交点までの距離であり，表-2はそれぞれの値を示してい

る．中間速度層までの距離が短いほど中間速度層の有効

な範囲が広がることは，図-9(中段)からも明らかである

が，全体としてみれば，最小で10～20km，最大で40～

50kmがその範囲であり，静岡県の生活圏を構成する都

市間距離と同程度である． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市名 人口 路線名 距離(km) 

沼津市 211,288 沼津ﾊ゙ ｲﾊ゚ ｽ 4.2 

静岡市 724,954 静清ﾊ゙ ｲﾊ゚ ｽ 3.8 

藤枝市 143,278 藤枝ﾊ゙ ｲﾊ゚ ｽ 3.5 

掛川市 114,908 掛川ﾊ゙ ｲﾊ゚ ｽ 1.7 

磐田市 174,884 磐田ﾊ゙ ｲﾊ゚ ｽ 2.8 

浜松市 814,815 浜松ﾊ゙ ｲﾊ゚ ｽ 5.1 
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図-10  中間速度層の旅行速度と中間速度層
が有利となる距離との関係(下限値) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92

X
3
(4

6
km

/h
を

1
と
し
て
換
算
し
た
距
離

)

中間速度層の速度(km/h)

図-11  中間速度層の旅行速度と中間速度層
が有利となる距離との関係(上限値) 

 

表-1  都市中心部から国道1号BPまでの距離 

高速道路

V1=95km/h
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図-12  算出ケース 
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b) 中間速度層による旅行時間の短縮 

中間速度層によって得られる旅行時間の短縮時間の最

大値は，図-13の一般道路と高速道路(2階層)の交点と中

間速度層との差であり，表-3 のとおりケース 1 では 19

分，ケース 3では12分の時間短縮が期待される． 

一方，中間速度層は，高速道路に連絡するまでの旅行

時間を短縮させることとなり，高速道路利用に対しても

メリットが高い．本研究では，中間速度層から高速道路

までの区間について，中間速度層によって連絡すること

を想定しているので，中間速度層までの距離が短いケー

ス1において最も旅行時間の短縮が図られることとなる．

表-3では，各ケースの最大・最小の値を示しているが，

最大で13～16分の旅行時間の短縮を得ることとなる． 

 

 

c) 中間速度層による旅行速度の向上 

図-14 は，a)において算出された旅行時間からそれぞ

れの旅行速度を算出し，最も高いものをつなぎ合わせた

旅行速度の遷移図である．この図では，3 つのケースに

加え，一般道路と高速道路による 2 階層の旅行速度の

遷移も合せて示している． 

これによれば，中間速度層の利用が有効な距離帯では，  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 階層の場合に比べて旅行速度が大幅に向上することが

わかる．一方で，距離に応じて，利用経路は一般道路か

ら中間速度層，高速道路の順に遷移していくが，旅行速

度の伸びは直線的でなく距離とともに低下する．また，

旅行速度の大きさは，中間速度層までの距離が長いほど

低い．例えば，30km の地点で実現する旅行速度は，中

間速度層までの距離が 2km のケース 1 では 49km/h で

あるのに対し，4kmのケース3では 41km/hである． 

このことは，都心部より離れた地点でバイパス等を整

備しようとすると，より高い速度サービスが必要となる

ことを意味する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 中間速度層による旅行時間の短縮効果 

本研究では，図-9(中段)に示す一般道路と高速道路の

利用の場合とこれに中間速度層を加えた場合の距離別の

最短旅行時間にトリップ長分布(図-9(下段))を乗じて求め

た値(以降，｢旅行時間評価値｣という)より，中間速度層

による旅行時間の短縮効果を算出し，その結果を表-4

に示している．トリップ長分布(距離帯別トリップ数／

全トリップ数)は，平成 22年度道路交通センサス OD調

査による全国の値 8)を用いている．これまでも述べてい

るように，各ケースの違いは，中間速度層までの距離に

よるものであるが，ケース 1 では 16%，ケース 3 でも

9%の時間短縮効果が期待される．  

さらに，この旅行時間の短縮は，図-15のようにa，b，

cの領域に分解することができる．表-4では，中間速度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中間速度層 

までの距離 

一般道路 

利用 

中間速度層 

利用 

高速道路 

利用 

ケース1：2km 10km 49 km 

ケース2：3km 14 km 40 km 

ケース3：4km 19 km 38 km 

 
最大短縮 

時間 

高速道路利用の 

短縮時間 

最小 最大 

ケース1：2km 19分 11分 16分 

ケース2：3km 15分 10分 14分 

ケース3：4km 12分 9分 13分 

 
旅行時間評価値 旅行時間評価値の減少量の内訳 ②－① 減少率 

②/(①+②) ①2階層 ②3階層 a b c 計 

ケース1 

3,433 

2,897 
235 

(44%) 

126 

(23%) 

176 

(33%) 
536 15.6% 

ケース2 3,029 
137 

(34%) 

15 

(4%) 

252 

(62%) 
404 11.8% 

ケース3 3,122 
72 

(23%) 

12 

(4%) 

227 

(73%) 
311 9.0% 

表-2  一般道路・高速道路の利用に対し 

中間速度層の利用が有効な範囲 

表-3中間速度層による旅行時間の短縮時間 
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図-14 中間速度層による旅行速度の遷移 

表-4中間速度層による時間短縮効果とその内訳 

※旅行時間評価値＝時間・TP長分布(%)／100  

※①2階層：一般道路＋高速道路，②3階層：一般道路＋中間速度層＋高速道路 
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層によって得られる各領域における旅行時間評価値の減

少量の内訳についても示している．  

この中で，a は一般道路から中間速度層の利用によっ

て時間的メリットを受ける距離帯である．一方，b は高

速道路よりも中間速度層の利用の方が旅行時間が短い距

離帯であるが，既に高速道路利用(2 階層)によって一定

の時間短縮は受けている．この a と b の値を比較する

と，a が b を大きく上回っており，これまで高速道路の

メリットを受けられなかった距離帯において特に有効で

あることがわかる． 

一方で，cの値は，中間速度層によって高速道路利用

者が受ける時間短縮分である．この短縮時間は，ケース

1が最も大きいものの(表-3)，高速道路の利用の方が中間

速度層の利用と比べ旅行時間が短くなる距離は，他のケ

ースよりも長い(表-2)．さらに，図-9(下段)にみるように，

トリップ数の割合は，トリップ長が長いほど小さい．こ

のため，ケース1のcは，他のケースよりも小さい値とな

っている．しかしながら，ケース1でもcの値は，全体の

30%以上を占めているように，中間速度層によって，高

速道路利用者にも高いメリットが期待される． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 都市間連絡における目標サービス水準の設定 

 

図-14 に示した高速道路および中間速度層までの距離

が異なる旅行速度遷移図を複数用意すれば，これを各都

市間の道路整備目標として活用することもできる． 

図-16 は，図-7 と図-14 のうちケース 2 の旅行速度の

遷移図を重ね合わせている．高速道路および中間速度層

までのアクセス・イグレス距離がそれぞれ合せて 20km，

6km 程度の都市間では，ケース 2 の旅行速度が目標と

するサービス水準となり，実データと重ねることで現状

とのかい離や道路整備上の具体的な問題点・課題をより

明確に提示することができる．そこで，図-17，18 では，

図-16 のうち，中間速度層までのアクセス・イグレス距

離が合せて 6km 程度の都市間を抽出し，それらの距離-

旅行速度図を作成した． 

都市間 B は，旅行速度 40km/h 以下の区間(5.8km)と

60km/h 程度で走行できる国道バイパスが存在する，中

間速度層が有効に機能しているネットワークであり，目

標旅行速度は達成されている． 

一方，都市間Cは，本来国道バイパスとして高い速度

サービスが期待されるものの，多くの区間で旅行速度が

50km/hを下回る状況にあり，サービス目標は達成され

ていない．この原因としては，交通量が多いものの暫定

2車線区間が連続しているためである． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. おわりに 

 

旅行速度50km/hを超えて走行できるような中間速度層

は，高速道路ネットワークを補完し，生活圏を形成する
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図-15中間速度層による時間短縮効果の内訳 
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サービス目標の例示 

図-17 都市間Bの距離-旅行速度図 

図-18 都市間Cの距離-旅行速度図 
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都市間連絡において重要な役割を担うことが期待される． 

本研究では，これらについて既存データやフィールド

スタディにより説明するとともに，さらに簡易なモデル

を用いて，中間速度層の適用範囲とその有効性について

試算を行った．これにより，以下の点が明らかとなった． 

①中間速度層の旅行速度は，50～65km/h程度が望まし

く，これを超過すると高速道路の利用と競合する

可能性がある． 

②高速道路および中間速度層までの距離をそれぞれ

10km，2～4kmとした今回の試算では，中間速度層

が有効な都市間距離は，10～50km程度である．こ

れは，フィールドスタディとして行った静岡県の

の生活圏を形成する都市間距離と同程度である． 

③中間速度層を利用することで，旅行速度は大きく向

上する．これにより，今回の試算条件では，中間

速度層を利用できる場合は，利用できない場合と

比べて10～15%の時間短縮効果が期待される． 

④特に，この中でも，高速道路によるメリットを受け

ることができなかった距離帯はもちろんのこと，

これまで高速道路を利用していた層にも大きな時

間短縮のメリットが期待されることが確認できた． 

一方，本研究で作成した旅行速度遷移図は，都市間連

絡における性能目標そのものであり，実際の都市間連絡

速度と重ね合わせることで，現状のサービス水準を客観

的に評価でき，プローブや道路交通センサスの区間別旅

行速度と対比することで，速度サービスを低下させてい

る区間とその原因をよりわかりやすく確認することが可

能となる． 

今後は，これらの成果を踏まえ，道路のサービス水準

の点検やサービス水準の改善方法など，道路ネットワー

クの性能を向上させる仕組みを検討し提案していきたい． 
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